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片瀬海岸３丁目における津波避難施設の整備について 

 

 

 本市では、人命被害を限りなく減らすことを目標に掲げ、全ての市民の安全

安心の確保を図る観点から、津波からの避難が困難な地域住民の迅速かつ確実

な避難の実現と不安解消を喫緊の課題と捉え、片瀬海岸３丁目における津波避

難施設（以下「本施設」という。）を早急に整備する取組を進めています。 

この度、（仮称）片瀬海岸３丁目９番先津波避難施設整備事業基本・実施設

計委託における実施設計がまとまったことから、これまでの主な取組等、住民

や関係団体からの主な意見等、避難床の高さの考え方、実施設計の概要及び今

後の主な予定等を報告するものです。 

 

 

１ これまでの主な取組等（令和５年６月以降） 

（１）説明会及び周知の実施等 
  ア 片瀬地区住民説明会（会場 片瀬しおさいセンター）  

区分 開催日 参加者 主な内容 

６回目 令和５年 ７月２６日(水) ２９人 基本設計の概要説明 

７回目 令和５年１２月２３日(土) １４人 
神奈川県による基準水
位等の説明及び実施設
計の概要説明 

 

  イ 避難対象として想定される住民への戸別訪問 

対象 訪問日 件数 主な内容 

西浜町内会Ｂ・Ｄ
ブロックの住民 

令和５年６月以降
随時実施 

３３３件 
基準水位及び実施設計
の概要説明 

 

ウ 資料チラシの配布 
    本施設の整備予定地が所在する西浜町内会に対し、全戸に整備事業の資 

 料チラシの配布を２回実施（令和５年７月及び１２月） 

 

  エ 西浜町内会の一部の住民で構成されるプロジェクト組織 

対象 開催日 参加者 主な内容 

避難施設検討 
プロジェクト 

令和５年１１月２０日(月) ８人 
基準水位及び実施
設計の概要説明 

 

オ 片瀬地区関係団体     

対象 開催日 参加者 主な内容 

片瀬地区自主防 
災協議会全体会 

令和５年１２月２０日(水) ３８人 
基準水位及び実施
設計の概要説明 
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カ 西浜町内会 

   西浜町内会会長及び同会防災部長から同会各班長及びブロック長へ説明 
等を実施 

対象 開催日 参加者 主な内容 

西浜町内会総会 令和６年２月１８日(日) ５７人 
実施設計の概要
説明等 

 
（２）用途規制で禁止されている用途の建築物の許可手続き※ 

  （第一種低層住居専用地域内において津波避難施設を新築する件） 

対象 開催日 参加者 主な内容 

整備予定地から
概ね５０ｍの範
囲内の住民等 

公開による意見の聴取 
令和５年１１月２１日(火) 

公聴会 
１１人 意見の聴取後、

建築審査会の同
意を得たもの 建築審査会 

令和６年 １月１１日(木) 
審査会 

委員３人 

※建築基準法第４８条第１項ただし書きの規定により、津波避難施設の建築が 

 可能となる許可を受けるための手続き。 

 

（３）藤沢市議会への報告等 

ア 片瀬海岸３丁目における津波避難施設の整備についての報告 

定例会時期 主な内容 

令和５年６月定例会 
総務常任委員会 

これまでの主な取組、基準水位の概略、基本設計の

概要及び今後の予定等を報告 

イ 「津波避難タワー」専門のコンサルティング会社に安全な高さの調査  

 依頼の陳情 

定例会時期 主な内容 

令和５年１２月定例会

総務常任委員会 

避難施設検討プロジェクトから、本施設の安全な高

さの調査を専門のコンサルティング会社に依頼する

よう陳情があり、審査の結果、趣旨不了承となった

もの 

 

２ 住民や関係団体からの主な意見等 

（１）避難対象として想定される住民への戸別訪問 

本施設への歩行距離が概ね３００メートル以内に含まれる西浜町内会Ｂ・ 

Ｄブロックの住民を対象とした戸別訪問の中間とりまとめにおいて、本市の 

整備計画における避難床の高さについて、アンケート回答者の約７割が説明 

内容を納得するとともに、同様にその９割以上が早急の完成や令和８年度の 

運用開始を望んでいることを確認しました。 

  

（２）西浜町内会の一部の住民で構成されるプロジェクト組織 

   避難施設検討プロジェクトからは、津波避難施設の建設には賛成するが、

避難床の高さを限りなく１０メートルに近づけてもらいたい旨の要望があ

り、市長への陳情書面が提出されました。 
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（３）片瀬地区関係団体 
   片瀬地区自主防災協議会の全体会において、同協議会として、本市の整備

計画に賛成し、早期の完成を望むことが承認されました。 

 

（４）西浜町内会 

   （１）の戸別訪問の結果を受け、西浜町内会会長及び同会防災部長からは、

本市の整備計画に賛同し、必ず起こるであろう津波災害に備えた避難施設を

早期に完成してほしい旨の要望書面が市長に提出されました。また、西浜町

内会総会においても、同町内会として、本市の整備計画に賛成することが確

認されました。 

 

３ 避難床の高さの考え方 

避難床の高さについては、東日本大震災に伴う津波被害を教訓として、最大 

クラスの津波を想定することを規定した津波防災地域づくりに関する法律に

基づき、神奈川県が公表している想定津波高及び避難上有効な高さを表す基準

水位を踏まえて定めるものです。 

具体的には、本施設付近の最大クラスの想定津波高は、藤沢海岸（片瀬西浜）  

で標高８.８メートル、また、本施設整備予定地に係る最大の基準水位は、標高 

５.６メートル（地盤高３.４メートル）と公表されています。このため、本施 

設の避難床の高さについては、基準水位に加えて、国が示している港湾におけ 

る津波避難施設の設計ガイドラインに基づき、漂流物などの影響も考慮して、 

更に３.６メートルの緩衝空間を設け、かさ上げした標高９.４メートル（地盤 

高７.０５メートル）とするものです。 

また、本市としては、想定する避難者約７３０人全員を安全に収容できる約 

４４０平方メートル（藤沢市地域防災計画に定める一人当たりの必要面積０.６

平方メートルで算出）の屋上避難床を確保するとともに、全員が迅速に最大の

高さに避難できるよう、避難床の高さを標高９.４メートル（地盤高７.０５メ

ートル）とするものです。 

 

４ 実施設計の概要 

項目 主な内容 

(1) 事業名称 片瀬海岸３丁目９番先津波避難施設整備事業 

(2) 敷地面積 ９６３.２５㎡ 

(3) 用途地域 第一種低層住居専用地域 

(4) 基準水位 標高５.０ｍ～５.６ｍ（地盤高２.８ｍ～３.４ｍ） 

(5) 構造・高さ等 鉄骨造 高さ 地盤高約８.２５ｍ（フェンス等を含む） 

(6) 避難床等 屋上部 高さ 標高約９.４ｍ（地盤高約７.０５ｍ） 

(7) 屋上避難面積 約４４０㎡（階段及びスロープ部分を含まない） 

(8) 屋上避難人員 ７３３人収容規模 

(9) 主な設備等 階段､スロープ(勾配１／１２)、倉庫（中間階）約１５２㎡ 

(10)工事費等 約５６４，０００千円（工事請負費、工事監理委託料等） 
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５ 今後の主な予定等 

令和６年３月 整備予定地を藤沢市土地開発公社から買戻し  

  ３月以降 避難対象として想定される住民及び片瀬地区関係団体等へ

の説明を継続して実施 

  ６月以降 整備工事及び工事監理委託等の着手 

（令和７年度竣工予定） 

 

６ イメージ図（鳥瞰パース） 

南東側方向から 

 

 

※資料２ Ｐ.１ 実施設計の概要等 

     Ｐ.２ 平面図及び立面図       

 

 

 

（防災安全部 防災政策課） 


